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主催者  日時・期間  対象・定員  場所・会場  講師  費用（記載のないものは無料）  持ち物  申込方法  問い合わせ  保育あり  手話（要約筆記）あり

●市役所電話（代表） ☎45-1151交換手に各課の内線番号をお伝えください。

国民健康保険・後期高齢者医療制度の
仕組みをお知らせします

　国民健康保険・後期高齢者医療制度は、病気やけがなどの際に安心して医療を受けられるよう、お互いの助け合いにより運営される医療保険
制度です。7月中旬に予定している保険税（料）の通知書の発送に先立ち、保険税（料）の賦課の仕組みや納付方法など、制度の概要を紹介します。 

国民健康保険税　　 保険課☎内線2382 後期高齢者医療保険料　　 保険課☎内線2384

対象者 ●75歳未満で、ほかの健康保険に加入していない方
●世帯単位で加入し、世帯主が納税義務者として保険税を支払います

●�75歳以上の方、一定の障がいがあると東京都後期高齢者医療広域連合か
ら認定された65〜74歳の方
●被保険者一人ひとりが保険料を支払います

加入者数
（3月末時点） 37,914人（26,219世帯） 21,279人（東京都全体では約158万人）

保険税（料）
の計算

（令和2年度）

　各保険税（料）の金額は、前年の所得※により金額の変わる「所得割額」と、加入者1人当たり定額の「均等割額」の合計です。所得金額が一定額以下の世
帯には軽減措置があります。国民健康保険税の税率は東京都が示す標準保険料率を基に市で決定しますが、後期高齢者医療保険制度の保険料率は東京
都内で一律です。
※所得とは、すべての収入金額から必要経費を差し引いたものです。

●①基礎課税分（医療分）、②後期高齢者支援金等課税分、
　③介護納付金課税分、
　それぞれの所得割額・均等割額の合計額（限度額96万円）

①基礎課税分（課税限度額61万円）
　所得割額（算定基礎額※×5％）＋均等割額（被保険者数×27,500円）
②後期高齢者支援金等課税分（課税限度額19万円）
　所得割額（算定基礎額※×1.9％）＋均等割額（被保険者数×10,800円）
③介護納付金課税分（課税限度額16万円）
　（40歳以上65歳未満の被保険者に課税）
　所得割額（算定基礎額※×1.4％）＋均等割額（被保険者数×12,500円）
※�算定基礎額（旧ただし書き所得）とは、前年の総所得金額、山林所得金額、
株式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額33万円を控
除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

◆均等割額の軽減
　世帯の所得の合計(国民健康保険の被保険者でない世帯主を含む)が一定
額以下の世帯について、均等割額を軽減します。

●�所得割額（賦課のもととなる所得金額※×東京都の所得割率8.72％）・均
等割額（44,100円）の合計額（限度額64万円）

◆所得割額の軽減
　被保険者本人の賦課のもととなる所得金額※が一定額以下の場合、所得
割額を軽減します。

◆均等割額の軽減
　同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等
を合計した額が一定額以下の世帯について、均等割額を軽減します。

納付方法

世帯の所得の合計
(国民健康保険の被保険者でない世帯主を含む) 軽減割合

① 33万円以下 7割
② 33万円＋（28万5千円×被保険者数）以下 5割
③ 33万円＋（52万円×被保険者数）以下 2割
※所得の申告に基づいて軽減措置を行います。
※�国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方の所得も加算されます。

世帯の総所得金額等の合計 軽減割合

① 33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下
（そのほかの所得がない） 7割

② 33万円以下で、①に該当しない 7.75割
③ 33万円＋（28万5千円×被保険者数）以下 5割
④ 33万円＋（52万円×被保険者数）以下 2割
※�65歳以上（1月1日時点）の方は、公的年金所得（年金収入から年金控除を引
いたもの）からさらに高齢者特別控除（15万円）を差し引いた額で判定しま
す。軽減には所得の申告が必要となる場合があります。

賦課のもととなる所得金額 軽減割合
① 15万円以下 5割
② 20万円以下 ��2.5割
※�賦課のもととなる所得金額（旧ただし書き所得）とは、前年の総所得金額、山
林所得金額、株式・長期（短期）譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額33
万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

国民健康保険税 後期高齢者医療保険料
特別徴収

（年金からの天引き）
申請により金融機関からの口座振替に

変更できます。※

普通徴収
（納付書による納付または口座振替）
保険税や保険料の納付には、安心・
便利な口座振替をご利用ください。

　納付された保険税・保
険料は、確定申告などで
の社会保険料控除の対象
になります。

上記以外の方 上記以外の方

次の全てに該当する方
①世帯主が国民健康保険の被
保険者、②加入者全員が65
歳以上75歳未満の世帯、③世
帯主の年金の年額が18万円以
上、④介護保険料と国民健康
保険税の合計額が年金額の2
分の1を超えない

介護保険料が引かれている年
金の年額が18万円以上で、介
護保険料と後期高齢者医療保
険料の合計額がその年金額の
２分の1を超えない方

※�三鷹市に転入したばかりの方や
被保険者になったばかりの方は
普通徴収ですが、日本年金機構
からの通知に基づき、6カ月〜1
年後に自動的に特別徴収へ切り
替わります。以前から被保険者
の方でも、年度の途中で特別徴
収から普通徴収へ、または普通
徴収から特別徴収に切り替わる
場合があります。

保険税（料）の納付方法は、前年から変更になる場合があります。保険税（料）の通知書が届いたら必ずご確認ください。

●三鷹市国民健康保険 ●東京都後期高齢者医療広域連合健康保険の財政状況
　病院などでかかった医療費の総額から自己負担額
を除いた額を「医療給付費」といい、健康保険から医
療機関に支払われます。国民健康保険（三鷹市）の医
療給付費は、加入者数の減少により総額では減少傾
向にありますが、1人当たりの額は、加入者の高齢化
や医療の高度化などの影響で年々増加しています。
　また、後期高齢者医療制度（東京都後期高齢者医療
広域連合）の医療給付費総額は、加入者の増加に伴い
年々増加しており、全体の増加要因になっています。
　両制度ともに健康保険の財政運営は厳しい状況に
あります。国民健康保険（三鷹市）では年間平均約27
万円のところ、�後期高齢者医療制度（束京都後期高齢
者医療広域連合）では3倍以上の約93万円で、高齢に
なるほど医療費がかかることが分かります。 60
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